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●病院長就任挨拶　●新病院建設について

病院長就任挨拶　　池口 正英
平成２８年４月より、 鳥取県立中央病

院長に就任いたしました池口正英です。

私は、 平成２７年９月まで鳥取大学医学

部附属病院で勤務し、 消化器外科の診

療 ・ 教育 ・ 研究に携わってきました。 鳥

取県立中央病院で初期研修を終えた若

い先生が消化器外科教室に入局し、 山

陰地方の消化器外科医療に尽力してい

ただいています事、 大変感謝しています。

その後、 昨年１０月から半年間、 日野先

生 （前院長） のもとで副院長をさせていた

だき、 多くのことを学びました。 正直、 鳥取県東部の医療事情はなか

なか大学病院に伝わりにくく、 全国の多くの自治体病院がそうであるよ

うに、 「鳥取県立中央病院も医業収益が赤字でも補助金により黒字

転換され、 経営が成り立っているだろう」 と思い込んでいる大学職員

が多かったと思います。 鳥取県立中央病院が全国で９０病院ある医

療機関群Ⅱ群の病院で、 トップ１７にあげられ （平成２７年度）、 医

業収益本体で黒字を計上している、 活気のある中規模病院であるこ

とを、 私自身こちらで初めて知った次第です。 職員の日頃の努力が

県民 （鳥取県の医療関係者） に正確に理解されていないことは大

変残念であり、 正当に評価されるため本誌が一助となれば幸いです。

ここ２年から３年にかけて、 鳥取県立中央病院を取り巻く医療環境

は大きく変化すると思います。 平成２８年度には診療報酬改定があり、

今後消費税も１０％に上がる見込みです。 医師の世界では新専門医

制度が新しく施行されようとしています。 また、 平成３０年には新病院

が開院します。 今後、 いかに病院が生き残っていくか、 試される時代

になっていきます。 私は、 院長就任にあたり、 以下の３点を病院運営

の柱と位置づけたいと考えます。 １） 県立病院としての使命を全うする

こと。 ２） 優秀な人材の確保と育成。 ３） 健全な病院経営です。

１）　県立病院としての使命を全うする

鳥取県東部の医療機能再編が進められている中で、 鳥取県立中

央病院の使命として、 ○１高度急性期医療に特化していくこと、 ○２

周産期医療を充実継続していくこと、 ○３がん診療連携拠点病院と

しての機能を果たしていくこと、 ○４災害拠点病院 （基幹災害医療セ

ンター） として県民の命を守ることがあげられます。 三次救急を全うす

るためには、 救急医療を担う人材の確保と育成が急務です。 ベット ・

コントロールを適切に運用し、 地域医療機関との連携を今以上に密

接にしていかねばなりません。また、三次救急と ER をどう棲み分けるか、

議論し検討する必要があろうと考えます。

２）　優秀な人材の確保と育成

病院全体としての医師数はまだ十分ではありません。 鳥取大学との

連携を深め、 積極的に医師派遣を行っていただくように努力してまいり

ます。 ここ数年研修医のマッチング率が低下していることが気がかりで

す。 初期臨床研修医に魅力ある研修プログラムを提示し、 大学病

院や他病院とのたすき掛け研修医を増やすことが可能か検討したい

と思います。 看護師の離職率を抑えることも必要です。 ワークライフ ・

バランスを充実させ、 看護師のキャリアアップ （認定看護師、 専門

看護師等） を積極的に支援します。 また、 薬剤師の数も不足してい

ます。 医療安全上も薬剤師の増員は最重要課題であります。 努力し

た人、 病院経営に貢献した人、 専門資格等を獲得した人が正当に

評価され、 何らかのインセンティブが与えられるような仕組みを考えてい

くことが必要と考えます。

３）　健全な病院経営

しっかりした経営基盤なくしては人材の確保や十分な医療が行えま

せん。 施行した医療の正当な代価として診療報酬が存在し、 加算が

得られることが当たり前の医療であり、 要件を満たした領域では的確な

加算が申請できるように、 システムで考えていく必要があります。 新た

な算定ルールの下での看護必要度を２５％以上とし、 病院全体として

７ ： １を堅持せねばなりません。 また、 DPC Ⅱ群病院であり続けること

も重要です。 そのために、 必要なベット ・ コントロールを行い、 病床稼

働率を９５％近くまで引き上げる必要があります。 理想とするのは、 患

者支援センターを通して患者情報を一元管理する方法です。 患者支

援センターの業務として、 以下のことが考えられます。

1.	 入院が決定した患者さんへの支援の説明（受けることができる制

度等）、病院の入院案内、患者さんの情報（かかりつけ医もしくは

近隣の病院、服用薬、病歴、退院後の支援先情報）、手術説

明及び地域連携パス説明を通して、患者さんに必要な栄養指

導、リハビリ等を紹介できる。また、退院後の患者さんの自宅復帰

に関してかかりつけ医や近隣の医院の紹介、回復期病院への転

院に関しての情報提供が入院前に行えることで、患者さんの不安

も軽減できるのではないでしょうか。また、緊急で入院した患者さん

に対しても情報収集を行うことができると考えます。

2.	 適切なベット・コントロールを行うことで救急医療に対応できる。

3.	 退院の支援を円滑にできる。MSWが介入して、かかりつけ医への

逆紹介や近隣医師への紹介を医師に提言できる。

即ち、 患者支援センターで患者情報を管理運営するためには、 セ

ンター内に事務職、 看護職、 MSW、 薬剤師の常駐が望ましいと考え

ます。

鳥取県立中央病院は、 平成３０年には新病院が完成し、 病床

数も５１８床に拡大されます。 大規模病院となるため、 今まで培ってき

た中規模病院としての機能が損なわれるのではないかと危惧していま

す。 多額の建設費用による負のスパイラルに陥らないよう、 気を配って

いく必要があります。

病院は新しくなりますが、 大切なのはそこで働く人材です。 多くの優

秀な人材を得て、また、多くの優れた人材を育成して、質の高い安全・

安心な医療を住民の皆様に提供することが、 鳥取県立中央病院に

与えられた使命であると思います。
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新病院建設について
現在の当院の本館は昭和５０年に現在地に新築移転され、 約４０

年を迎えます。 施設自体の老朽化に加え、 患者療養環境や高度医

療機器導入スペースの不足といった診療上の問題も生じています。 こ

ういった問題から今後の当院の機能強化の方向性について議論を重

ねた結果、 現在地に新しい病院を建設することとなりました。

現在は基本設計が完了し、 今年度工事発注にむけ実施設計を行

っているところです。

　

１）　新病院の果たすべき役割

•	鳥取県東部医療圏にとどまらず、県中部、兵庫県北部も対象

圏域として、高度急性期医療・先進的医療、三次救命救急医

療、周産期医療、がん医療等の分野における中心的な役割を

担います。

•	人材育成機能を充実し、医学生・看護学生の実習や初期・後

期の医師臨床研修などを通じて人材育成を進め、地域医療の

発展に寄与します。

【新病院の概要】

•	病	床	数：５１８床（一般５０４床、結核１０床、感染症４床）　　　

※現在４３１床

•	延床面積：５０，９００㎡

•	構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造（免震構造）１１階建

２）　特徴的な高度医療

	①救命救急医療の強化

1.	 救命救急センターの充実（救急外来と救命救急病棟を隣接し

て配置し、救命効果を向上させるとともに、増床（１４床→２０床）

2.	 屋上ヘリポートと救命救急センターを直結するエレベータを設置

3.	 手術室に隣接して、ＩＣＵ病室（０→６床）及びＨＣＵ病室（１６床）を

配置

4.	 ２４時間、急性心筋梗塞及び脳卒中治療が可能な「心臓病セ

ンター」及び「脳卒中センター」各４５床を設置

	②周産期母子医療の強化

1.	 新生児治療室を増床（集中治療室（ＮＩＣＵ）・回復室（ＧＣＵ）各６

床→各１２床）

2.	 合併症の妊婦等の治療を行う母体胎児集中治療室（ＭＦＩＣＵ）を

増床（２床→３床）

	③高度な手術室を新設

1.	 血管Ｘ線撮影装置を備え、カテーテルを使う内科的治療と外科

的手術が、連続して、かつ安全に行える「ハイブリッド手術室」の

新設

2.	 低侵襲性の「ロボット支援手術室」を新設

	④がん医療の強化

1.	 東部保健医療圏で不足している「緩和ケア病床（１０床）」を新

設

2.	 白血病等、血液疾患に対応した無菌病室（クリーンルーム）を増

床（１１床→２２床）

3.	 正常な細胞を極力傷つけず照射できる、「強度変調放射線治

療（ＩＭＲＴ）室」の新設

4.	 がんの早期診断に有効な「ＰＥＴ－ＣＴ室」の新設

5.	 化学療法室の充実（８床→２０床）

３）　新病院建設のスケジュール（予定）

　　平成２７年８月～平成２８年５月　　実施設計

　　平成２８年９月～平成３０年７月　　新病院新築工事

　　平成３０年秋頃　　　　　　　　　　　	新病院オープン

４）　新病院建替整備事業に伴う来院者用駐車場の変更について	

新病院の建設に先立ち、埋蔵文化財調査を行うため、昨年６月より

一部来院者用駐車場を変更しています。来院されるみなさまへは大

変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力よろしくお願いします。

＜新病院の外観 （東側正面入口から見た外観） ＞

＜階構成＞

＜配置計画＞


